














　

平
成
25
年
11
月
７
日
、
御
所
市
役
所
に

お
い
て
、
や
ま
と
広
域
環
境
衛
生
事
務
組

合
議
会
第
２
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

本
会
議
に
は
、
御
所
市
、
田
原
本
町
、

五
條
市
の
議
会
議
員
並
び
に
管
理
者
及
び

副
管
理
者
等
が
出
席
し
て
、
平
成
25
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
専
決

処
分
の
報
告
・
承
認
及
び
平
成
25
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
並
び
に
平

成
24
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
、

公
平
委
員
会
委
員
及
び
監
査
委
員
選
任
の

５
議
案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
初
め
に
、
平
成
25
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
専
決
処

分
を
承
認
し
、
平
成
25
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）
及
び
平
成
24
年
度
一

般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
並
び
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
公
平
委
員
会
委
員
及
び
監
査
委

員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
関
係
法
令
の
規

定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
議
会
の
同
意
を
求
め

る
も
の
で
、
公
平
委
員
会
委
員
に
御
所
市

公
平
委
員
会
委
員
の
平
井　

薫
氏
、
監
査

委
員
に
組
合
議
員
の
小
走
善
秀
氏
を
選
任

す
る
こ
と
に
つ
い
て
採
決
の
結
果
、
全
員

一
致
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
と
お
り

同
意
し
て
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

や
ま
と
広
域
環
境
衛
生

　

事
務
組
合
議
会
報
告

（
抜
粋
）

　

平
成
25
年
10
月
30
日
、
大
淀
町
役
場
に

お
い
て
、
南
和
広
域
医
療
組
合
議
会
第
２

回
定
例
会
が
開
会
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
ま
ず
平
成
24
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
の
専
決
処
分
を
承
認
し
、
平

成
24
年
度
一
般
会
計
決
算
認
定
及
び
平
成

25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

に
つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
を
期
す
る
と
し

て
病
院
建
設
運
営
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

散
会
し
ま
し
た
。

　

本
会
議
再
開
後
、
病
院
建
設
運
営
委
員

会
委
員
長
か
ら
は
、
２
議
案
に
つ
い
て
慎

重
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
を
も
っ
て
認

定
並
び
に
可
決
し
た
こ
と
と
、
関
連
事
項

と
し
て
、救
急
病
院
等
整
備
事
業
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
の
見
直
し
と
総
事
業
費
を
既
定
の
予

算
に
38
億
６
千
万
円
を
増
額
す
る
見
直
し

に
つ
い
て
理
事
者
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
、
救
急
病
院
の
病
院
長
に
組
合

医
療
担
当
副
管
理
者
の
松
本
昌
美
氏
が
就

任
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
こ
と
な
ど
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
委
員
長
報
告
の
後
、
平
成
24
年

度
一
般
会
計
決
算
認
定
及
び
平
成
25
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
の
２
議
案
に
つ
い
て

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致
に
よ
り
原
案
の

と
お
り
認
定
並
び
に
可
決
さ
れ
、
最
後
に
、

病
院
建
設
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続

審
議
に
つ
い
て
の
申
出
を
可
決
し
、
11
月

５
日
に
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

南
和
広
域
医
療
組
合

　

   

議
会
報
告
（
抜
粋
）

　第１回臨時会の概要
　

平
成
26
年
１
月
30
日
に
第
１
回
臨
時

会
が
招
集
さ
れ
、
会
議
録
署
名
議
員
の

指
名
に
続
き
、
本
臨
時
会
の
会
期
を
１

日
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
後
、
市
長

か
ら
、「
平
成
25
年
度
五
條
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
議
定
」
に
つ

い
て
議
案
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
先
の
12
月
定
例
会
に

お
い
て
提
案
さ
れ
た
一
般
会
計
補
正
予

算
の
う
ち
、
食
肉
処
理
加
工
施
設
を
建

設
す
る
た
め
の
事
業
費
は
、
地
元
の
協

力
体
制
も
整
っ
て
い
な
い
中
、
12
月
補

　過疎対策の積極的推進を求める意見書
　過疎地域は、我が国の国土の半分を占め、豊かな自然や歴史・文化を有
するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・
自然環境の保全、癒しの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の
防止などに多大な貢献をしています。
　過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財
産であり、それは過疎地域に住む住民によって支えられてきたものです。
　少子・高齢化が急速に進んでいる今日、過疎地域では、多くの集落が消
滅の危機にひんするなど、極めて深刻な状況に直面しています。
　しかし、過疎地域が安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されて
いくことが、多面的・公益的機能の維持と、ひいては都市をも含めた国民
全体の生活の向上につながることを認識し、引き続き過疎地域に対して総
合的かつ積極的な支援を行い、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推
進することが重要であると考えます。
　よって、国におかれては、以下の項目について強く推進することを求め
ます。

記
１　地方交付税を充実し、過疎市町村の財政基盤を強化するとともに、過
　疎対策事業債の必要額を確保し、道路・橋りょうの維持補修などに過疎
　対策事業債を適用する対象事業の拡大を図ること。
２　医療や雇用の確保、交通や教育環境の整備等を広域的な事業による対
　応を含めて積極的に推進し、住民が安心・安全に暮らせるための生活基
　盤を確立すること。
３　過疎地域においても高度情報通信等社会の恩恵を享受できるよう高度
　情報通信基盤の整備を図るとともに、過疎地域の活性化や中心都心との
　交流の促進を図るため、高規格幹線道路等の道路網の整備を促進するこ
　と。
４　森林の管理、農地の利用、地域資源を活用した観光及び地場産業の振
　興等過疎地域の環境と特性を生かした産業振興を支援し、新たな雇用を
　創出すること。
５　集落対策、都市との交流、多様な主体の協働による地域社会の活性化
　と人材の育成・活用等による総合的な集落対策を積極的に推進すること。
　　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
　　　平成２５年１２月２０日                     　　　　　　  五 條 市 議 会

正
予
算
へ
の
計
上
は
時
期
尚
早
で
あ
る

と
し
て
、
議
員
の
修
正
発
議
に
よ
り
施

設
整
備
事
業
費
の
全
額
が
削
除
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
捕
獲
鳥
獣
の
食

肉
処
理
加
工
施
設
整
備
事
業
と
し
て
阪

合
部
新
田
町
地
内
に
施
設
を
建
設
す
る

も
の
で
す
。

　

本
会
議
で
は
、
議
員
か
ら
、
12
月
定

例
会
以
降
の
経
緯
や
工
事
内
容
等
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、

全
員
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。

9 臨時会の概要ほか 8表決結果と議決結果

五條市営住宅条例の一部改正について

五條市上水道事業給水条例の一部改正について

市立五條文化博物館に係る指定管理者の指定について

五條市簡易水道設置条例の一部改正について

議 案 名 議　案　の　概　要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
の一部改正に伴う所要の改正
（平成２６年１月３日から施行）

消費税増税に伴う料金改定及び用語の定義の見直し
（平成２６年４月１日から施行・経過措置）

平成２６年４月１日から３年間、指定管理者に特定非営
利活動法人うちのの館を指定

簡易水道事業の第２５給水区域を拡張
（平成２６年２月１日から施行）

町の区域及びその名称の変更について 木ノ原町、釜窪町、畑田町の一部をなつみ台１丁目、３
丁目、４丁目に変更（公布の日から施行）

五條市立民俗資料館に係る指定管理者の指定について 平成２６年４月１日から３年間、指定管理者に「維新の
魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会を指定

五條市新町まちや館に係る指定管理者の指定について 平成２６年４月１日から３年間、指定管理者に特定非営
利活動法人大和社中を指定

五條市滞在体験型観光施設に係る指定管理者の指定に
ついて

平成２６年４月１日から３年間、指定管理者に株式会社
あすもを指定

奈良県市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更
について

奈良県広域消防組合が設立されることに伴い奈良県市町
村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和
消防組合等が解散され、奈良県市町村総合事務組合を組
織する組合でなくなる。

奈良県市町村総合事務組合規約の変更について 奈良県広域消防組合が設立されることに伴い奈良県市町
村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和
消防組合等が解散され、新たに奈良県広域消防組合を奈
良県市町村総合事務組合を組織する組合とする。

平成２５年度五條市簡易水道特別会計補正予算（第１
号）議定について

補正予算額１，３１４万円
（光熱水費、修繕料、水道組合補助金の追加）

補正予算額　　８６０万円
（消費税及び地方消費税追加並びに流域下水道維持管理
費負担金更生減）

平成２５年度五條市下水道事業特別会計補正予算（第
１号）議定について

平成２５年度五條市水道事業会計補正予算（第１号）
議定について

補正予算額　　９８３万１千円
（電気料金引き上げに伴う追加等）

五條市公平委員会委員の選任について 辻内さえ子氏（現  五條市公平委員会委員）の選任に同意
（平成２６年４月１日から４年間）

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることに
ついて

中村敏郎氏（元  教諭）を候補者に推薦することに同意
（委嘱の日から３年間）

福塚　実氏（現  五條市議会議員）の選任に同意五條市監査委員の選任について

【平成２６年第１回臨時会】（１月３０日）
平成２５年度五條市一般会計補正予算（第５号）議定
について

補正予算額３，９３１万３千円
（鳥獣対策費の追加）


